
県教育委員会の取組 

 

１ 県立高等学校部活動専門指導員（部活動コーチ）の配置 

  １校当たり月間１８時間を上限に部活動コーチを配置（１時間：2,000 円） 

  【配置状況】             （H28.9.1 現在） 

学校数 部活動数 

配置校 １３７校 運動部 １５５部

非配置校 １３校 文化部 ８６部

計 １５０校 計 ２４１部

 

  （参考）県立学校部活動登録数（県高体連：平成 28 年度） 3,298 部 

 

２ 運動部部活動指導者研修会の開催 

中学校及び県立学校等において運動部活動の指導をしている保健体育教員以外

の教員を対象に、指導力の向上を目的として、２日間の日程で「運動部活動指導者

研修会」を実施  

 

  【平成２８年度実績：131 名参加】 

＜１日目＞ 講義   平成 28 年６月 15 日（水）  

＜２日目＞ 実技研修 平成 28 年８月 24 日（水）  

中学校（ 60 名）   バスケットボール、ソフトボール 

県立学校等（71名） バスケットボール、ハンドボール 

 

３ 運動部活動の休養日や練習時間の適切な設定 

  毎年度、体育担当者の出席する会議や学校訪問等において、別添の県教育長通知

（平成 21 年 10 月）の趣旨を踏まえ、運動部活動の休養日や練習時間を適切に設定

するよう周知 

 

４ 総合型地域スポーツクラブの育成支援 

  地域住民が主体的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」の創設と発展を支援 

  【育成状況（平成 28 年度）】（H28.7.1 現在） 

   ・クラブ数：１３２ 

   ・育成している市町村数：５１（未育成：３） 

      （創設準備段階を含む。） 

（参考）運動部活動指導の工夫・改善支援事業（文部科学省委託事業） 

  外部指導者を学校に配置し、スポーツ医・科学的な知見をもったアスレチックト

レーナーの派遣や講習会の開催等により、トレーニング法やコンディショニング等

理論に基づいた指導等部活動に取り入れられるよう調査研究する。 

 ＜外部指導者配置状況（平成 28 年度）＞ 

  中学校：62 人、高等学校：28 人（原則年 40 回を上限、1 回（2 時間）：2,650 円） 
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学校における運動部活動について（通知） 

 

 運動部活動は、スポーツに親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、互いに

協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係の形成等に資するものであり、「学校

における体育的部活動の指導について」（昭和 59年９月 25日付け教保第 544 号）、「中学校

及び高等学校における運動部活動について」（平成 10 年３月 17 日付け教保第 33 号）など

により、これまでも適切な運営をお願いしてきたところです。 

この度、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学

習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領が改訂され、部活動の学校教育の一環と

しての位置付けが明記されたことから、下記の内容に一層留意され、引き続き適切な運動

部活動の運営がなされるようお願いします。 

 なお、教育事務所においては、管内の学校への周知について御配慮ください。 

記 

１ 運動部活動は、教育課程において学習したことなどを踏まえ、自らの適性や興味・関

心等をより深く追求していく機会であることから、生徒が運動部活動を通して改めて学

習した内容の大切さを認識するよう促すなど、教育課程との関連が図られるよう留意す

ること。 

２ 地域や学校の実態に応じ、外部指導者など地域の人々の協力、体育館や公民館などの

社会教育施設や地域のスポーツクラブなど社会教育関係団体等との連携など、運営上の

工夫に努めること。 

３ 生徒が運動部活動に積極的に参加できるよう配慮し、生徒の能力等に応じた技能や記

録の向上を目指すとともに、好ましい人間関係を育てるよう適切な指導を行うこと。 

４ 運動部活動の意義が十分発揮されるよう、生徒の個性の尊重と柔軟な運営に留意する

こと。また、生徒のバランスのとれた生活や成長及び教員の健康管理のためにも、休養

日や練習時間を適切に設定するなど、健康・安全に留意した適切な活動が行われるよう

配慮すること。 

５ 熱中症や落雷事故などの危険を回避し、安全を確保するため、関係通知等の内容の周

知を図るとともに、学校全体の救急及び緊急連絡体制を定期的に確認すること。 

 

担当 体育スポーツ課体育・スポーツＧ 

                電話 052-954-6797（ダイヤルイン） 

                担当 健康学習課振興・安全Ｇ 

                電話 052-954-6793（ダイヤルイン） 
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